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第１ 審査の概要 

１ 落札者決定基準の位置づけ 

平塚市は、民間事業者の有する企画力・技術的能力を活用し、効率的な事業実施を図

るため、市営中原上宿住宅建替整備事業（以下「本事業」という。）を、ＰＰＰ手法で

ある設計・施工一括発注方式（デザインビルド方式）により実施する。 

落札者の決定は、市営中原上宿住宅建替整備事業入札説明書（以下「入札説明書」と

いう。）に基づき行われるものとし、市営中原上宿住宅建替整備事業落札者決定基準

（以下「落札者決定基準」という。）は、入札説明書と一体のものとして適用されるも

のである。 

 

２ 決定方法の概要 

本事業における落札者は、地方自治法施行令第 167 条の 10 の 2 の規定に基づく、総

合評価方式により、価格だけでなくその他の条件を総合的に勘案し、最も評価が高い者

を落札者として決定する。 

審査は、「入札参加資格審査」及び「提案内容審査」により実施する。 

なお、各審査で提出された書類について、事実と反する虚偽の記載があると認めた 

場合又は提出された書類が不足している場合は失格とし、以後の入札手続に参加する 

ことができないものとする。 
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３ 審査全体の流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札公告 

入札参加資格審査に関する書類の受付 
(提出書類：様式 2) 

提案書類の受付 
(提出書類：様式 3～様式 6、参考図面) 

入札書類の受付 
(提出書類：様式 7) 

質問受付・回答 

 入札参加資格審査 

 入札金額の確認 

 定性審査 

 基礎的要件の確認 

落札者の決定 

第 2  入札参加資格審査 

第 3  提案内容審査 

欠格 

失格 

失格 

資格要件を満たさない場合 

確認できない場合 

予定価格を超過した場合 

不適合 
通知 不適合とする提案項目

がある場合 
（提案項目別に判断） 

質問受付・回答 

技術提案に係る意図確認 
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第２ 入札参加資格審査 

１ 入札参加資格審査の内容 

提出書類（様式 2）を基に、入札参加希望者が入札説明書に規定する入札参加資格要件を

満たしているかについて審査する。審査により、入札参加資格要件を満していない場合は、

入札参加希望者は欠格とし、以後の入札手続に参加することができない。 

なお、提出された書類に疑義がある場合には、入札参加希望者に対して内容の確認及び

追加資料の提出等を求めることがある。 

 

第３ 提案内容審査 

１ 提案内容審査の内容 

提出された提案書類及び入札書類に基づき、次のとおり審査する。 

なお、提出を求める参考図面は審査対象とするものではない。 
 

 (1) 基礎的要件の確認 

提出書類（様式 3）を基に、本入札に対する提出書類の一式について、入札説明書等

で規定されている要求水準を全て充足していることを誓約しているか確認する。「要求

水準に関する誓約書」にて誓約がなされていない場合は失格とし、以後の入札手続に参

加することができない。 

  
(2) 定性審査 

定性審査に関する提出書類（様式 4～様式 6）を基に、次の評価基準により算出した

技術評価点を加点する。技術評価点の最高点は３８点とする。 

なお、技術提案の内容は、入札金額に含まれているものとみなす。 
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① 企業の技術力（１８点） 

№ 評価項目 配点 評価基準 
得
点 

関連 
様式 

1 
技術提案 

【設計】 

工事目的物の安全性・経済性、コミュ
ニティ機能の向上に関する技術提案 

【詳細事項１】 
・「安全性の向上及びライフサイクル

コストの縮減等について」 
10 

提案数は最大 10 までとし、１
つの詳細事項に係る加点は最

大 8点とする。具体的工夫のあ
る提案１項目あたり 1 点加点
する。 

なお、詳細事項 1 及び 2 のそ
れぞれで最低 1 以上の提案を
すること。 

10 

4-2 

太陽光発電設備の設置に関する技術
提案 
【詳細事項２】 

・「太陽光発電設備の設置について」 

4-3 

2 
技術提案 

【施工】 

工事目的物の性能、機能の向上に関
する施工面からの技術提案 
【詳細事項１】 

・「構造躯体の品質向上について」 

5 

提案数は最大５までとし、１
つの詳細事項に係る加点は最

大４点とする。具体的工夫の
ある提案１項目あたり１点加
点する。 

なお、詳細事項 1 及び 2 のそ
れぞれで最低 1 以上の提案を
すること。 

5 

4-4 

社会的要請への対応に関する技術提
案 

【詳細事項２】 
・「施工における周辺への環境対策に

ついて」 

4-5 

3 
技術提案 

【全般】 

設計・施工一括方式特有の業務効率
化等に関する提案 

【詳細事項】 
・「工期短縮等について」 

3 

提案数は最小１から最大３ま
でとし、詳細事項に係る加点
は最大３点とする。具体的工

夫のある提案１項目あたり１
点を加点する。 

3 4-6 

注）上記①の技術提案について、最小提案数以上の提案の記載がない場合、提出すべき書類の不備とみなし失格とする。 

〇備考 
企業の技術力に関する技術提案に求める又は相応しくない参考項目例を次のとおり示す。 

 ●技術提案に求める参考項目例 
【技術提案（設計）】 

  （詳細事項１） 

・住戸内外での事故防止に関する工夫 

・ライフサイクルコストの縮減等に関する工夫 

・コミュニティの醸成に寄与する共用部分の活用に関する工夫 

（詳細事項２） 

・太陽光発電設備の設置に関連する工夫（耐久性・メンテナンス性など） 

 【技術提案（施工）】 
  （詳細事項１） 

・構造躯体の耐久性等の向上対策に関する工夫 

（詳細事項２） 

・施工中における周辺住民への配慮（騒音・振動対策、交通対策、工事関係者の駐車場の確保等） 

 【技術提案（全般）】 
（詳細事項） 

   ・各業務の連携等による事業期間短縮・費用削減 

●技術提案に相応しくない参考項目例（不適合） 
 ・「要求水準書」及び「建替住宅設計要領」から逸脱した提案（太陽光発電設備の蓄電池を設置する提案など） 

・評価項目に沿わない提案 
・事業費や維持管理費等の大幅な増加を伴う提案 
・第三者との協議が必要な提案 
・誹謗中傷、各種法令違反、当該現場にふさわしくない又は無関係な記述がある提案 など 
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② 企業・配置予定技術者の技術的能力（１６点） 

 ア 企業の技術的能力（１０点） 

№ 評価項目 配点 評価基準 得点 
関連 

様式 

4 

品質確保の実効

性及び業務推進

体制確保の確実

性 

【全般】 

工事目的物の品質確保のための

適切な体制の確保及び契約内容

に適合した履行の実現性の確保

に向けた以下の 3 項目に関する

提案 

①代表企業・構成企業の役割・責

任の明確性と適切性 

②事業の推進の調整・連携体制 

③品質管理のためのセルフモニ

タリング等の実施体制 

3 

3 項目の全てについて 
履行の確実性を高める
提案がある 

3 

4-7 
3 項目のうち 2項目に 
ついて履行の確実性を
高める提案がある 

2 

3 項目のうち 1項目に 
ついて履行の確実性を
高める提案がある 

1 

5 
公営住宅の実績

【設計】 

平成２５年度から令和４年度ま
でに完成し、引渡しが終了した元
請負者として受注した同種業務
（※１）の実績の有無 

2 

有 2 

4-8 

無 0 

6 
公営住宅の実績

【工事監理】 

平成２５年度から令和４年度ま
でに完成し、引渡しが終了した元
請負者として受注した同種業務
（※２）の実績の有無 

2 

有 2 

4-9 

無 0 

7 
公営住宅の実績 

【施工】 

平成２５年度から令和４年度ま
でに完成し、引渡しが終了した元
請負者として受注した同種工事
（※３）の施工実績の有無 

1 

有 1 

4-10 

無 0 

8 
工事成績 

【施工】 

平成３０年度から令和４年度ま
でに完成し、引渡しが終了した平
塚市発注工事（建築一式工事）の
工事成績評定の平均点（小数点以
下第２位を四捨五入し第１位ま
で算出する） 

1 

８０点以上 1 

4-11 ７５点以上８０点未満 0.5 

７５点未満 
及び該当成績なし 

0 

9 

優良工事表彰の

受賞実績 

【施工】 

平成３０年度から令和４年度(対
象工事年度は平成２９年度から
令和３年度)までに、平塚市、神
奈川県内市、神奈川県又は関東地
方整備局が実施した優良工事表
彰（建築一式工事）の受賞実績の
有無 

1 

有 1 

4-11 

無 0 

〇備考 
企業の技術的能力に関する提案に求める参考項目例を次のとおり示す。 

 【品質確保の実効性及び業務推進体制確保の確実性（全般）】 
   ・工事監理業務の第三者性の担保 
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イ 配置予定技術者の技術的能力（６点） 

№ 評価項目 配点 評価基準 得点 
関連 
様式 

10 
公営住宅の実績 

【設計】 

平成２５年度から令和４年度ま

でに完成し、引渡しが終了した元

請負者として受注した同種業務

(※1)のうち、管理技術者として

従事した実績の有無 

2 

２件以上 2 

5-2 １件 1 

無 0 

11 
公営住宅の実績 

【工事監理】 

平成２５年度から令和４年度ま

でに完成し、引渡しが終了した元

請負者として受注した同種業務

(※2)のうち、管理技術者として

従事した実績の有無 

2 

２件以上 2 

5-3 １件 1 

無 0 

12 
公営住宅の実績 

【施工】 

平成２５年度から令和４年度ま

でに完成し、引渡しが終了した元

請負者として受注した同種工事

(※3)のうち、監理技術者として

従事した施工実績の有無 

2 

２件以上 2 

5-4 １件 1 

無 0 

※１ 同種業務：公営住宅(ＲＣ造(ＳＲＣ造、ＷＲＣ造を含む。)）の新築工事の実施設計業務(ア、イ共通) 

※２ 同種業務：公営住宅(ＲＣ造(ＳＲＣ造、ＷＲＣ造を含む。)）の新築工事の工事監理業務(ア、イ共通) 

※３ 同種工事：公営住宅(ＲＣ造(ＳＲＣ造、ＷＲＣ造を含む。)）の建築一式工事(躯体、外装及び内装の全てを含む新築)(ア、イ共通) 

 
③建設企業の社会性・信頼性・地域性（４点） 

№ 評価項目 配点 評価基準 得点 
関連
様式 

13 
災害時の地域貢献 

【施工】 

入札公告日時点における平

塚市と「災害時における応

急復旧対策の協力に関する

協定」の締結の有無 

1 

有 1 

6-2 

無 0 

14 

建設業労働災害防

止協会への加入 

【施工】 

入札公告日時点における建

設業労働災害防止協会への

加入の有無 

1 

有 1 

6-2 

無 0 

15 

市内企業の下請け

への活用 

【施工】 

入札金額に対する平塚市内

に主たる事業所を置く企業

への下請け発注予定金額 

1 

３０％以上 1 

7-3 
１０％以上 
３０％未満 

0.5 

１０％未満 0 

16 
市内生産品の活用 

【施工】 

入札金額に対する平塚市内

に主たる事業所等を置く企

業の材料等の市内生産品の

採用予定金額 

1 

３０％以上 1 

7-4 
１０％以上 
３０％未満 

0.5 

１０％未満 0 
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(3) 入札金額の確認 

入札書類に記載された入札金額が予定価格を超過していないか確認する。入札金額

が予定価格を超える場合は、その入札参加者は失格とし、以後の入札手続に参加するこ

とができない。 

なお、入札金額には不適合となった提案項目に関する金額を含まないこと。 
 

第４ 落札者の決定 

１ 評価の方法 

評価は、提出書類に基づいて算出した、価格評価点及び技術評価点の合計で求める総

合評価値により行う。 

 

総合評価値 ＝  価格評価点  ＋  技術評価点 
           （最大 100 点）          （最大 38 点） 
 

※価格評価点の算出方法 

 価格評価点は次式により算出する。算出に使用する金額は全て税抜き。 

 

 ■価格評価点 ＝ 
１００×（１－（入札金額－品質確保保証価格）／品質確保保証価格） 

 

※ただし、入札金額が品質確保保証価格未満の場合には、次式による。 

 ■価格評価点 ＝ 
１００×（１－３×（品質確保保証価格－入札金額）／品質確保保証価格） 

 

なお、本入札に係る品質確保保証価格は、635,800,000 円（税抜き）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

入札金額と価格評価点のイメージ図 

価格評価点 

品質確保保証価格 予定価格 

入札金額 

100 点 
(最高点) 

失格 
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２ 落札者の決定 

落札者の決定に当たっては、入札金額が有効な範囲内で、上記の算出式で得られる総

合評価値の最も高い者（以下、「最高評価値者」という。）が落札者となる。 

ただし、落札者の決定に当たっては、次に掲げる事項を適用する。 

 

・総合評価値は、小数点以下第５位を切捨てる。 

・入札金額が予定価格を超過した者は評価しない。 

・最高評価値者が複数いた場合は、くじにより落札者を決定する。 

 
 

 


